
 

  
おお知知ららせせ  

        建建築築関関連連のの中中小小企企業業者者対対策策          

      ににつついいてて                        

  
 

社団法人 特殊鋼倶楽部 

 

 経済産業省中小企業庁では今般の建築着工件数の急激な減少を踏まえ、１０月９日建築

関連の中小企業者を対象に建築資材関連中小企業者も含めた対策として、以下の措置が講

じられることとなりましたので、お知らせします。 

 

 

１．特別相談窓口の設置 

  政府系中小企業金融機関（中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫、

  沖縄振興開発金融公庫）、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会及び各経済

  産業局に特別相談窓口を設置し、中小企業者に対する経営上の相談を受付ける。 

 

２．セーフティネット貸付（経営環境変化対応資金）の適用 

  影響を受ける中小企業者については、政府系中小企業金融機関において、セーフティ

  ネット貸付が利用可能。 

 

３．既往債務の返済条件緩和の対応 

  政府系中小企業金融機関において、返済猶予等既往債務の条件変更について、関連中

  小企業者の実情に応じて対応する。 

 

 

  問い合わせ先：中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室 

電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線 ５２５１） 

          ０３－３５０１－２６９８（直通） 

 

以 上  


